
２０１２年７月９日（住民基本台帳法改正後）の国民健康保険加入のためのチェックシートです 

 東久留米市に住所を有していている人は日本人であっても外国人であっても国民健康保険に加入しなければ

なりませんが外国人の人については在留期間・在留資格などによっては加入できない場合もありますので下のチ

ェックシートでご確認ください。 

 また、他の健康保険や生活保護などに適用になっている方は、加入することができません。日本と社会保障協

定により、国民健康保険との二重加入ができない国の人もその適用を受けていると加入することができません。   

特別なご事情などがある方は個別にご相談ください。 

【国民健康保険 加入 チェックシート】  

 

東久留米市に住んでいる     東久留米市の国民健康保険には加入できません。住んでいる地域の市役所な

どにご相談してください。 

 

 

 

①東久留米市に住民登録している         ③在留資格が興行・技能実習・家族滞在・特定活動である。 

または                       または 

②在留資格が公用で３か月をこえる        ④すでに国民健康保険に入っている。 

在留期間である。  

 

 

 

 

①②の人は国民健康保険に加入できます。   ③の人は提出資料（※）により３か月をこえて 

滞在すると認められると国民健康保険に加入で 

                      きます。ただし、特定活動で医療および医療を 

                      受ける人の世話をする活動をする人は加入でき 

                      ません。また、観光の人も加入できません。 

                      ④の人は在留期間が更新されれば国民健康保険 

                      を更新できます。 

 

                                 国民健康保険に加入できません。 

※提出資料について（③の人） 

在留資格「興行」     活動の内容と期間を証明する文書 

在留資格「技能実習」   活動の内容と期間を明らかにする資料 

在留資格「家族滞在」   扶養する人の在留資格と在留期間を明らかにする資料 

在留資格「特定活動」   活動の内容と期間を明らかにする資料 

ご不明点はお問い合わせください 

東久留米市役所保険年金課国保年金資格係 
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東久留米市役所１階の保険年金課で 

国民健康保険加入や保険証更新の届

出を行ってください。（転入・更新な

どから１４日以内に届出を行ってく

ださい。） 

 


